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母
子
自
立
支
援
員
に
関
す
る
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程
の
一
部
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改
正
す
る
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六
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青
森
県
母
子
自
立
支
援
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
母
子
自
立
支
援
員
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
三
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
六
十
二
号)

の
一
部
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次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
婦
人
相
談
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
婦
人
相
談
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
婦
人
相
談
員
規
程

(

昭
和
三
十
二
年
七
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中

｢

概
ね
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
す
る｣

を

｢

一
週
間
に
つ
き
三
十
時

間
以
内
に
お
い
て
所
長
が
定
め
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五

年
七
月
八
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
龍
浜
五
九
の
四
二
、
五
九
の
一
六
及
び
一
〇
四
に
隣
接
す
る

国
道
三
三
九
号
並
び
に
五
九
の
四
二
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑧
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

東
津
軽
郡
三
�
村
龍
飛
崎
に
設
置
さ
れ
た
龍
飛
埼
灯
台

(

北
緯
四
一
度
一
五
分
三

〇
秒
、
東
経
一
四
〇
度
二
〇
分
三
三
秒)

か
ら
九
二
度
〇
〇
分
六
〇
六
・
〇
九
メ
ー

ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
八
七
度
四
九
分
一
七
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
七
七
度
四
九
分
二
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
四
九
分
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
三
五
七
度
四
九
分
一
四
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
四
九
分
一
四
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
三
五
七
度
四
九
分
六
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
八
七
度
四
四
分
一
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

二
六
七
・
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
龍
浜
五
九
の
四
二
、
五
九
の
一
六
及
び
一
〇
四
に
隣
接
す
る

国
道
三
三
九
号
並
び
に
五
九
の
四
二
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
ア
の
地
点
か
ら
ク
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
ク
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

東
津
軽
郡
三
�
村
龍
飛
崎
に
設
置
さ
れ
た
龍
飛
埼
灯
台

(

北
緯
四
一
度
一
五
分
三

〇
秒
、
東
経
一
四
〇
度
二
〇
分
三
三
秒)

か
ら
九
二
度
〇
〇
分
六
〇
六
・
〇
九
メ
ー
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ト
ル
の
地
点

イ
の
地
点

ア
の
地
点
か
ら
八
七
度
四
九
分
二
七
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
の
地
点

イ
の
地
点
か
ら
一
七
七
度
四
九
分
三
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ
の
地
点

ウ
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
四
九
分
二
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
の
地
点

エ
の
地
点
か
ら
三
五
七
度
四
九
分
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
の
地
点

オ
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
四
九
分
九
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

キ
の
地
点

カ
の
地
点
か
ら
三
五
七
度
四
九
分
一
〇
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク
の
地
点

キ
の
地
点
か
ら
八
七
度
四
四
分
一
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

八
三
二
・
〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
十
五
日
ま
で

三

作
業
地
域

弘
前
市

五
所
川
原
市

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
、
木
造
町
、
森
田
村
、
柏
村
、
稲
垣
村

南
津
軽
郡
藤
崎
町

北
津
軽
郡
板
柳
町
、
金
木
町
、
鶴
田
町

上
北
郡
東
北
町

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
八
月
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

道
路
の

種

類

む
つ
恐
山
公

園
大
畑
線

清
水
川
滝
沢

野
内
線

路
線
名

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
六
五
〇
の
八
か
ら

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
六
五
〇
の
五
ま
で

青
森
市
大
字
宮
田
字
玉
水
二
〇
の
二
か
ら

青
森
市
大
字
宮
田
字
玉
水
二
七
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
七
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

二
二
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

二
二
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

六
〇
・
五
五
メ
ー
ト
ル

六
一
・
八
六
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
八
月
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
五
年
七
月
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

青
森
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
二
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
認
可

(

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
青
森
県
告
示
第
百
三
十
七
号)

の
事

業
地
に
青
森
市
大
字
西
田
沢
字
浜
田
、
大
字
油
川
字
浪
岸
及
び
字
大
浜
地
内
を
加
え
る
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
認
可

(

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
青
森
県
告
示
第
百
三
十
七
号)

の
事

業
地
に
青
森
市
大
字
西
田
沢
字
浜
田
、
大
字
油
川
字
浪
岸
、
字
大
浜
、
字
船
岡
、
字
中
道
、
大

字
羽
白
字
沢
田
、
字
池
上
、
字
富
田
、
大
字
石
江
字
高
間
、
字
岡
部
、
字
江
渡
、
字
平
山
、
大

字
三
内
字
沢
部
、
大
字
大
野
字
鳴
滝
、
字
笹
崎
、
字
今
井
、
大
字
幸
畑
字
唐
崎
、
字
谷
脇
、
大

字
筒
井
字
八
ツ
橋
、
字
桜
川
、
大
字
古
館
字
大
柳
、
大
字
戸
山
字
荒
井
、
大
字
駒
込
字
蛍
沢
及

び
字
桐
ノ
沢
地
内
を
加
え
る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
お
い
て
は
、
平
成
十
五
年
七
月
十
六
日
を
も
っ
て
指
定
漁
船
を
普
通

損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
が
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

青 森 県 報平成15年７月16日 水曜日 第2200号 �

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
菰
槌
木
造
線

西
津
軽
郡
木
造
町
大
字
蓮
花
田
字
駒
ケ
宿
一
三
九
の

一
か
ら

西
津
軽
郡
木
造
町
字
早
田
一
の
八
ま
で

平
成
��･

�･

��

県
道
再
賀
木
造
線

西
津
軽
郡
木
造
町
大
字
蓮
川
字
玉
田
八
の
二
か
ら

西
津
軽
郡
木
造
町
大
字
蓮
川
字
早
実
一
の
四
ま
で

〃

� �

４ ３

県

道

県

道

再
賀
木
造
線

菰
槌
木
造
線

西
津
軽
郡
木
造
町
大
字
蓮
川
字
玉
田
八
の
二
か
ら

西
津
軽
郡
木
造
町
大
字
蓮
川
字
早
実
一
の
四
ま
で

西
津
軽
郡
木
造
町
大
字
蓮
花
田
字
駒
ケ
宿
一
三
九
の
一
か
ら

西
津
軽
郡
木
造
町
字
早
田
一
の
八
ま
で

後 前 後 前

六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

一
五
五
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

一
五
五
・
六
〇
メ
ー
ト
ル



� �

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

山

口

真

誉

選
挙
管
理
委
員
会

青 森 県 報������	�
� �� 第2200号�

加
入
区
の
名
称

小
川
原
湖

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

上
北
郡
東
北
町
字
船
ケ
沢
五
三
番
地
六

沼

邉

武

志

上
北
郡
東
北
町
字
鶴
ケ
崎
三
一
番
地

鶴
ケ
�

豊
一
郎

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
谷
地
通
一
四
番
地
一
七
〇

濱

田

正

隆

小
川
原
湖

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

区
画
整
理
事
業

川
原
田
地
区

共

同

施

行

平
成
��

･

�･

��

� �



� �

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

青 森 県 報平成15年７月16日 水曜日 第2200号 �� �


